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はじめに  

公益社団法人 空気調和・衛生工学では，地震や津波等の災害により避難施設等で生活されている方々，

ならびに被災地の支援活動をされている方々へ，インフルエンザや新型コロナウイルス等の感染対策の

一環として，室内環境の維持や設備機器の維持管理における注意点について，2020 年 7 月 10 日に発出し

たお知らせ 1)を一部修正して再度お知らせ致します。  
 

1．  避難所等の空間，スペースについて 2）  
 
(1)市民ホール・学校・体育館・公民館など  

避難所となる大規模な空間は不特定の多人数が集まるため，持病があり免疫力が低下し，ウイルス感染

しやすい高齢者や免疫を持たず感染対策が取りづらい乳幼児などの高リスク者と健常者が共存します。

お互い声を掛け合い，注意し合うことが，感染や熱中症防止においては重要です。また，不特定多数のボ

ランティア，支援者が頻繁に出入りすることから感染リスクも高くなるため，出入りした時刻，氏名，所

属などを把握しておくことも大切です。  
 

(2)人の密集する空間  

限られた空間に多数の人員が密集すると飛沫感染などのリスクは高まります。人と人との距離を１～

２ｍ以上保つようにし，マスクなどで飛沫を避けることが必要です 3）。  
 

(3)水まわり空間（トイレ，台所，風呂，洗面所）  

収用人数に対して水まわりの数が少なく，共有する割合が高いので，飛沫，接触の感染機会が多く，感

染性胃腸炎（ノロウイルス等）のリスクも高まります。生命維持のための飲料水量（1 人当たり，1 日 2
～2.5L 程度），トイレ洗浄水や体を拭くなどの生活用水（災害発生後，10 日後には，1 人当たり，1 日 20L
程度）を確保することが望ましいです。また，特にトイレは新型コロナウイルス感染や他のウイルス感染

の危険性が高いので，手指衛生や使用時には衛生器具の消毒，清掃等に努めることが勧められます 4）。 
 

(4)ごみ，汚物処理場所（初期）  

ゴミの収集の機能が停止し，発生するゴミを外部へ衛生的に排出することができず，水洗トイレの洗浄

水も断水し，汚物処理が行えない場合には，感染源・悪臭源が残存し，環境が悪化します。居住スペース

からの離隔 距離を保ち，飛散しないように極力，ビニール袋等に詰めるなどの対策が有効です。  
 
２． 避難所の室内環境及び設備機器等の衛生面について  

 

(1)温湿度・換気不足  

電力や燃料の不足，設備が不十分な場合，適切な室温が保てない場合があります。また，人員密度が高

いことから，感染性微生物や塵埃・二酸化炭素・臭気の発生量が換気量に比して多く，希釈および外部排

出が進まず濃度が高まり，感染リスク増加や環境の悪化が見られることがあります。少なくとも 30 分間

に 1 回以上，数分間程度，室内の対面方向や対角線の方向の窓を開けるなどの対策が必須ですが，できる

だけ常時の窓開放による換気を行い，外気を導入して空気を入れ替えることが推奨されます 5)。また，「建

築物衛生法」に規定されているように室温は 18℃～28℃，相対湿度は 40～70％の範囲にできるだけ調整

することが推奨されます。  



 
(2)居住者の注意点  

体調不良の早期発見（高リスク者への注視），体調の異変には迅速な対策を行い，感染拡大を防ぐこと

が大切です。高リスク者は申告しづらく，周囲が注意することが必要です。マスク着用，咳エチケットが

推奨され，特に発熱やせきなど，感染が疑われる場合はマスク等の着用を徹底することです。マスクがな

い場合は，ティッシュなどで口と鼻を覆い，他の人から顔をそむけて，１～２ｍ以上は離れることが勧め

られます。ウイルス感染者が出た場合，健常者との物理的隔離を取り，感染者と健常者は別室とすること

が望ましいです。不可能な場合は，飛沫を遮断できる程度の仕切りを設けることです。換気や中性能以上

のフィルターを用いた空気浄化を行い，ウイルスを含むエアロゾル濃度を低下させることが望まれます。

暖房時に十分な換気が困難な場合は，補助装置として空気清浄機を活用することが考えられます。室内

の二酸化炭素濃度をできるだけ複数の場所で測定し，概ね 1000ppm 以下に管理されていることを確認し

て下さい。１人当たり 30m3/h 程度の換気量が確保されていることの目安になります。１人当たり 30m3/h
程度の換気が確保されていれば，厚生労働省は換気の悪い空間にはあたらないと述べています。1000ppm
を超過している場合は，換気量の不足や滞留による換気効率の不良が考えられますので，窓や開口部の

開放，機械 換気の追加，サーキュレータによる気流の攪拌などの対策を取って下さい。この際，エアコ

ンを含めて感染者に気流が当たると，感染性のウイルスが空間を飛散する恐れがあるので，気流の方向

には注意を払ってください。 
  
(3)外光の取り入れ（紫外線）  

外光を積極的に取り入れることで，紫外線による除菌効果が期待できます。  
 
(4)温湿度管理  

自然換気やエアコンを利用し，室内温熱環境と空気環境をバランスよく維持することをお勧めします。

また，適度な温湿度を保つことで，感染症の感染力を低下させると共に，免疫力低下および呼吸器官粘膜

の乾燥を防ぐ効果が期待できます。感染防止の観点からは相対湿度 40～60％を維持するようにすると良

いでしょう 6)。 
 

(5)手洗い・指消毒・トイレ除菌など  

感染の恐れのある部位に触れた時はもちろんのこと，定期的に消毒用石鹸による手洗い，アルコールに

よる手指消毒を徹底する必要があります。トイレ（大便器）の洗浄時には，感染性エアロゾルの空間拡散

を抑制するために，便蓋を閉じて排水することをお勧めします。さらに，感染性胃腸炎等の感染リスクも

あるため，便座面，便蓋を 使用前後にアルコール，塩素系消毒剤，二酸化塩素溶液を用いて拭くことが

効果的です。洗面所等の水まわりも同様です。  
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